
令和8年4月から、関金乗合タクシーは地域みんなで支える運営に変わります。

関金地区振興協議会・関金地区自治公民館協議会・倉吉市の３者を中心に運営協

議会を立ち上げ、住民ドライバーの力で地域の交通を支えます。空き時間を活か

して、一緒に地域の交通を支えてくださるドライバーを募集しています。

【お問い合わせ先】　関金乗合タクシー受付係　☎0858-45-2114

　　　（実施主体：関金地区振興協議会・関金地区自治公民館協議会・倉吉市）

関金乗合タクシー

住民ドライバー募集！

活 動 内 容

あらかじめ運行できる日を調整し、運行対応日に予約に応じて乗客の送迎運行を

行っていただきます。

　【運行のイメージ】　※運営協議会の車両を使用するためマイカーは使用しません

　①関金庁舎で車両点検・点呼を実施して運行開始

　②予約に応じて送迎運行（送迎場所・走行ルートは車内のタブレット端末で確認）

　③送迎終了後、関金庁舎で点呼を実施して運行終了

【活動時間】　（点呼の時間も含みます）
・午前シフト 8:30～13:00　　・午後シフト 13:00～17:30
・通日シフト 8:30～17:30（昼休憩含む）

【活動報酬】　半日シフト１回あたり5,000円　（通日シフトの場合は10,000円）

募 集 対 象 （ 条 件 ）

令和8年4月1日時点で、年齢が26歳以上75歳未満の方

関金地区在住または勤務の方

普通自動車運転免許を取得後2年以上経過し、過去2年以内に免許停止処分が
ない方

心身ともに健康で関係法令を順守し、安全運転に努めていただける方

反社会的勢力に関係していない方

原則1年間以上はドライバー業務に従事できる方

■ドライバーに従事していただく方は、国の認定講習を受講する必要があります。
受講対象：第一種運転免許を保有されている方
講習時期：令和8年１月～２月予定（講習時間は約3時間）

講習内容：関係法令、安全運転と緊急時対応、実技講習等
講習費用：実施主体が全額負担（個人負担なし）

応 募 方 法 　〈応募期限：令和7年12月21日（日）まで〉

裏面の応募用紙を記入のうえ、関金乗合タクシー受付係（関金庁舎内）へ提出してください。

倉吉市HPは
こちら



関金乗合タクシー　ドライバー応募用紙 
 

  

  

   
＜添付書類（以下の書類を本応募用紙に添付してください）＞ 

□ 普通自動車免許証の写し（両面）   
＜留意事項＞ 

ž ドライバーとして活動していただくことになった際には、運営協議会と運行委託契約を交わし、ドラ
イバー講習（認定講習・配車システムレクチャー等）受講後に運行業務を行っていただきます。 

ž 応募用紙の提出後、運営協議会の担当者よりご連絡させていただきます。   
＜個人情報の取扱いについて＞ 

ž 本応募用紙に記載（添付）いただいた個人情報は、関金乗合タクシー住民ドライバー募集に関する目
的でのみ使用いたします。  

 

 応募者情報

 

住所
〒    - 

 フリガナ

生年月日 昭和・平成    年   月   日  
氏名

 
電話番号

ご自宅（        -       -        ） 

携帯（        -       -        ）

 
職業

 運転免許情報

 
免許種別 □ 第一種免許   □ 第二種免許（バス・タクシー等の運転ができる免許）

 
免許取得年 昭和・平成・令和    年  月  日

 ドライバーとして活動できる頻度や条件

 

活動可能シフト

□ 午前シフト（8:30～13:00）  □ 午後シフト（13:00～17:30） 

□ どちらでも可能    

 運行可能日数：月に   日程度

 
活動可能曜日

□ 月曜日  □ 火曜日  □ 水曜日  □ 木曜日  □ 金曜日 

□ 土曜日  □ 日曜日  □ 曜日不問

 
活動できない時期 

（任意）

（農業に従事しており、３月～10 月の期間は活動ができないなど） 
 

 
活動開始可能時期

□ 令和 8 年 4 月 1 日から活動可能 

□ 令和  年  月頃から活動可能

 【ドライバー応募用紙の提出先・お問い合わせ先】 

〒682-0402 倉吉市関金町大鳥居 193-1（倉吉市役所 関金庁舎内） 

関金乗合タクシー受付係 電話 0858-45-2114


